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ⅠⅠ  CCOOVVIIDD--1199 にに関関すするる体体制制整整備備  

１１  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策本本部部  
  要項を定め、随時、設置した。 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

新型コロナウイルス感染症が拡大している現下の状況に鑑み、愛知県看護協会としての対策を

総合的かつ強力に推進するため、下記により、新型コロナウイルス感染対策本部（以下「本部」とい

う）を設置する。 

 

１． 目的 

１） 新型コロナウイルス感染症等に対する対策の強化を図り、看護職および地域住民の生命・ 

健康を守る 

２） 新型コロナウイルス感染症に関する情報共有を行い、今後不測の事態が発生した場合にお

いても、迅速かつ的確な対応を行う 

３） 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の関連事業を円滑に進める 

 

２. 本部を設置する条件 

 １）緊急事態宣言が発令した場合 

 ２）緊急事態宣言は発令されていないが、感染数が増加し高度警戒と判断した場合 

 ３）看護協会内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合 

 ４）県および名古屋市から事業の要請があった場合 

 ５）その他、会長が必要と認めた場合 

 

３．本部の設置場所及び機関 

 １）設置場所   会長室 

 ２）設置期間   令和２年 8 月 4 日から新型コロナウイルス感染症対策を進めるために必要と認め

る期間 

 

４．本部構成員 

 本部の構成は次のとおりとする 

１）本部長 会長を持って充てる 

 ・対策本部を統括する 

２）副本部長 専務理事をもって充てる 

 ・本部長の補佐及び代行 

３） 本部長・副本部長不在時 

・役員の上位役員が代行する 

４） 本部員  

・本部長及び副本部長以外の常務理事、事務局長をもって充てる 

５） 本部長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる 


